
令和４年２月４日　金曜日           
第272号1 増刊①

令
和
四
年
二
月
四
日

第
二
百
七
十
二
号

増

刊

①

　
　
　
　
規

則

○
福
岡
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
一

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
一
七

　
　
　
　
告

示

○
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）
…
…
…
…
一
七

　
　
　
　

正

誤

○
福
岡
県
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則
（
令
和
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
中
正
誤　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
一
八

　

福
岡
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
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第
二
条
中
「
（
損
傷
）
」
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「
・
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傷
」
に
改
め
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一
項
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要
な
図
面
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他
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添
付
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け
れ
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ら
な
い

。

　

第
十
一
条
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一
項
中
「
漁
港
施
設
」
を
「
指
定
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
船
籍
票
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は

船
舶
検
査
証
書
の
写
し
」
を
「
係
留
す
る
船
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る
船
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の
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を
、
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項
の
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。

　

第
十
二
条
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中
「
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設
」
を
「
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定
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設
」
に
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め
、
同
条
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「
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票
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は
船

舶
検
査
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写
し
」
を
「
係
留
す
る
船
舶
に
係
る
船
舶
検
査
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し
そ
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類
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る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
中
「
法
人
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
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め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和４年２月４日　金曜日 2第272号 増刊①

様式第１号（第２条関係） 

 

漁港施設滅失・損傷届 
 

年  月  日 
 

福岡県知事 殿 

                         〒 

住 所                      

 

氏 名                       

 

福岡県漁港管理条例第３条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

漁 港 名  

滅失又は損傷 

した施設名 
  

滅失又は損

傷した日時 
 

滅失又は損傷 

の 状 況 
 

滅失又は損傷 

の 原 因 
 

損害見積額  復旧見積額  

保全又は復旧 
の た め に 
とった応急 
措置の概要 

 

連 絡 先 

電話番号   
電子メール 

ア ド レ ス 
 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 届出者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 滅失又は損傷した箇所の位置図及び写真を添付すること。 

  



令和４年２月４日　金曜日3 第272号 増刊①

様式第２号（第３条関係）  

 

指定区域内工事・作業承認申請書 
 

年  月  日 
 

福岡県知事 殿 
〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第４条第１項の規定による承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

漁 港 名  

工 事 又 は 

作業の区分 
□ 工作物の新築   □ 工作物の増築   □ 工作物の改築 

□ 工作物の除去   □ 土 砂 の 採 取   □ 土 地 の 掘 削 

工 事 又 は 

作業の期間 
    年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 又 は 

作業の目的 
  

工 事 又 は 

作業の内容 
    

連 絡 先 

電話番号  
電子メール 

ア ド レ ス 
 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 「工事又は作業の区分」の欄は、該当するものをチェック（レ印）すること。 
３ 工事又は作業の計画書、位置図その他関係図面及び利害関係者の意見書を添付すること。 



令和４年２月４日　金曜日 4第272号 増刊①

様式第３号（第５条関係）  

 

危険物等荷役許可申請書 
 

年  月  日 
 

福岡県知事 殿 
〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第７条第２項の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

漁 港 名  

船 舶 
船 舶 名  船 籍 港  

船舶番号  総 ト ン 数  

荷役の期間     年  月  日から    年  月  日まで 

荷 役 す る 

危 険 物 等 
種 類  数 量  

取扱責任者 住 所  氏 名  

荷役の目的  

安全確保策  

連 絡 先 

電話番号  
電子メール 

ア ド レ ス 
 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 
 

注 １ 申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 荷役を行う場所の位置図及び利害関係者の意見書を添付すること。 



令和４年２月４日　金曜日5 第272号 増刊①

様式第４号（第７条関係） 
 

漁港施設利用届 
 

年  月  日 
 

福岡県知事 殿 
〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 
福岡県漁港管理条例第11条の規定により、次のとおり届け出ます。 

漁 港 名  

利用の目的  

利 用 期 間      年  月  日から    年  月  日まで   日間 

係 留 施 設  
岸 壁 
物揚場 
船揚場 

の 利 用 

船 舶 名  

船    種 □漁船 □漁船以外 漁船登録番号 
又は船舶番号  

主たる根拠地 
又は船籍港  総 ト ン 数   

利用する施設  

使 用 料  円／月×   月＝     円 

漁 港 施 設 
用地の利用 

利用する施設  

使 用 料 円／㎡・日×    ㎡×   日＝     円 

連 絡 先 
電 話 番 号  電子メール 

ア ド レ ス  

担 当 者 
(法人の場合のみ)  

注 １ 届出者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 「船種」の欄は、該当するものをチェック（レ印）すること。 
３ 使用料算定に際して、１月未満の端数は、15日以内のときは0.5月、16日以上のときは 

１月、１日未満の端数は１日、１㎡未満の端数は１㎡とすること。 

４ 利用する施設の位置図のほか、漁港施設用地を利用する場合は求積図を、新規利用の場

合は利害関係者の意見書を添付すること。 



令和４年２月４日　金曜日 6第272号 増刊①

様式第５号（第８条関係）  

 
漁港施設占用許可申請書 

 
年  月  日 

 
福岡県知事 殿 

〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第12条第１項の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

漁 港 名  

占用の目的  

占 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

占用の内容 

工作物を設置しない場合 占用する面積 ㎡ 

工
作
物
を
設
置
す
る
場
合 

建物その他の工作物 占用する面積 ㎡ 

電 柱 又 は 電 話 柱 本数 本 
電柱等が支持する 
電線（電話線）の条数 条 

線 管 類 
（外径 0.4m 未満） 延    長 ｍ 

線 管 類 
（外径 0.4m 以上） 延    長 ｍ 

工
事
を
伴
う
場
合 

工
作
物
に
係
る 

工事区分 □ 新築   □ 改築   □ 増築   □ 除去 

工事期間     年  月  日から    年  月  日まで 

工事内容  

連 絡 先 
電話番号  

電子メール 
ア ド レ ス 

 

担 当 者 
(法人の場合のみ)  

注 １ 申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に
は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 

２ 「工事区分」の欄は、該当するものをチェック（レ印）すること。 
３ 占用する区域の位置図、占用物件の数量が分かる図面（求積図等）のほか、工作物を設
置する場合は当該工作物の平面図、立面図等を、新規案件の場合は利害関係者の意見書を
添付すること。 

４ 占用許可の更新の許可を申請する場合は、前項の書類のほか、更新前の許可書の写し及
び占用場所や設置している工作物の管理状況が分かる資料（概ね１ヶ月以内に撮影した写
真、利用状況や点検状況が分かる資料等）を添付すること。 

５ 許可内容の変更の許可を申請する場合は、「占用の目的」の欄に変更理由を、「占用の内
容」の面積等の数量欄に変更前の数量をそれぞれ括弧書きで併記し、変更前の許可書の写
し及び変更の内容が分かる図面等を添付すること。 



令和４年２月４日　金曜日7 第272号 増刊①

様式第６号（第10条関係）  

 

漁港施設占用期間満了・廃止届 
 

年  月  日 
 

福岡県知事 殿 
〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例施行規則第10条の規定により、次のとおり届け出ます。 

漁 港 名  

許 可 年 月 日 
及び許可番号 

    年  月  日  第        号 

許可を受けた 
占 用 期 間 

    年  月  日から    年  月  日まで 

占 用 の 内 容  

占用の期間満了 
又は廃止の日 

    年  月  日 

占用終了後の 

原 状 回 復 

措 置 状 況 

  

連 絡 先 

電話番号  
電子メール 
ア ド レ ス 

 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 届出者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 「占用の内容」の欄は、占用の目的のほか、工作物の設置を伴わない場合は占用面積を、

工作物の設置を伴う場合は当該工作物の名称及び数量を記載すること。 
３ 許可書の写し、占用場所の位置図及び占用終了時の現地の写真のほか、原状回復を行っ

た場合はその状況が分かる資料（写真等）を添付すること。 



令和４年２月４日　金曜日 8第272号 増刊①

様式第７号（第11条関係）  

 
指定施設利用許可申請書 

 
年  月  日 

 
福岡県知事 殿 

〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第13条第１項の規定による指定施設の利用の許可を受けたいので、次のと

おり申請します。 

申請区分 □ 新規   □ 継続   □ 変更 

漁 港 名   係留場所   

利用期間     年  月  日から    年  月  日まで   日間 

船 名  船舶番号  

船の長さ  船 の 幅  

使 用 料  

連 絡 先 

電話番号   
電子メール 

ア ド レ ス 
  

緊急時の 

連 絡 先 
 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 申請者が複数名の場合は、県が別に定める様式により申請すること。 

３ 「申請区分」の欄は、該当するものをチェック（レ印）すること。変更の場合、変更が

ある項目の内容を記載する際、変更前の内容を括弧書きで併記すること。 

４ 小型船舶操縦免許証等（法人にあっては登記事項証明書）の写し、船舶検査手帳の写し、

船舶検査証書の写し、誓約書及び係留方法が分かる見取り図を添付すること。 
ここから下は記入しないこと。 

指定管理者使用欄 

許可番号  係留場所  

特記事項  使 用 料   



令和４年２月４日　金曜日9 第272号 増刊①

様式第８号（第11条関係）  

 

漁港施設目的外利用許可申請書 
 

年  月  日 
  
福岡県知事 殿 

〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第13条第１項の規定による漁港施設の目的外利用の許可を受けたいので、

次のとおり申請します。 

漁 港 名  

利用の目的  

利 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで   日間 

利 用 す る 
区域の面積 

       ㎡ 

連 絡 先 

電話番号  
電子メール 
ア ド レ ス 

 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 申請者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 利用する区域の位置図及び求積図のほか、新規利用の場合は利害関係者の意見書を添付

すること。 
 



令和４年２月４日　金曜日 10第272号 増刊①

様式第９号（第12条関係）  

 

指定施設一時利用届 
 

年  月  日 
  
福岡県知事 殿 

〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第13条第４項の規定により、次のとおり届け出ます。  

漁 港 名   係留場所   

利用期間     年  月  日から    年  月  日まで   日間 

船 名   船舶番号   

船の長さ  船 の 幅  

使 用 料  

連 絡 先 

電話番号   
電子メール 

ア ド レ ス 
  

緊急時の 

連 絡 先 
 

担 当 者 
(法人の場合のみ) 

 

注 １ 利用期間が10日間を超える場合は、この届出によらず、知事の許可を受けること。 
２ 届出者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
３ 届出者が複数名の場合は、県が別に定める様式により届け出ること。 

４ 小型船舶操縦免許証等（法人にあっては登記事項証明書）の写し、船舶検査手帳の写し、

船舶検査証書の写し、誓約書及び係留方法が分かる見取り図を添付すること。 
ここから下は記入しないこと。 

指定管理者使用欄 

許可番号  係留場所  

特記事項  使 用 料   

 



令和４年２月４日　金曜日11 第272号 増刊①

様式第10号（第13条関係）  

 

地 位 承 継 届 
 

年  月  日 
  
福岡県知事 殿 

〒 

住 所                       

 

氏 名                        

 

福岡県漁港管理条例第14条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

漁 港 名  

許可の種類 
□ 禁止区域における停係泊の許可  □ 危険物等の荷役の許可  
□ 船舶の移動保留の許可      □ 漁港施設の占用許可  
□ 指定施設の利用許可       □ 漁港施設の目的外利用許可 

許可年月日 
及 び 
許 可 番 号 

    年   月   日   第               号 

許可を受け 

て い た 者 
 

許可の内容  

承継年月日     年  月  日 

承継の理由  

連 絡 先 
電話番号  

電子メール 
ア ド レ ス 

 

担 当 者 
(法人の場合のみ)  

注 １ 届出者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に

は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 
２ 「許可の種類」の欄は、該当するものをチェック（レ印）すること。 
３ 戸籍謄本、登記事項証明書その他承継の事実を証する書類を添付すること。
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様式第11号（第14条関係） 

 

使用料払込計算書 
 

 
払込書番号  

払 込 日     年  月  日 

漁 港 名  

払 込 者  

 
納入者氏名 

（船名・許可番号） 

船長 
(ｍ) 

船幅 

(ｍ) 
利用期間 納入日 

領収 
番号 

納入金額 

（円） 

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

   
年 月  日から 

年  月 日まで 
 日間 月 日   

計  名  計 



令和４年２月４日　金曜日13 第272号 増刊①

様式第12号（第14条関係）  

 

   使用料徴収計算簿（    年 月分） 

  

  漁港名  
 

区分 

 

日 

船幅2m以下 船幅2m超3m以下 船幅3m超4m以下 船幅4m超5m以下 船幅5m超6m以下 船幅6m以上 
件数 徴収金額 

（円） 
件数 徴収金額 

（円） 
件数 徴収金額 

（円） 
件数 徴収金額 

（円） 
件数 徴収金額 

（円） 
件数 徴収金額 

（円） 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

合計             

 



令和４年２月４日　金曜日 14第272号 増刊①
　

様
式
第
十
三
号
中

「備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和４年２月４日　金曜日15 第272号 増刊①

様式第14号（第16条関係）  

 

入出港状況報告書 
 

年  月  日 
 

 福岡県知事 殿 
〒 

住 所                        
 
氏 名                        

 
福岡県漁港管理条例第16条第２項の規定により、 年 月の入出港状況を報告します。 

漁港名 船舶名 船舶番号、漁船登録番号 トン数 

    
 
 入出港 

の目的 

揚荷、積荷 

の 種 類 
数量 

入港月・日・時  入出港 

の目的 

揚荷、積荷 

の 種 類 
数量 

入港月・日・時 

出港月・日・時 出港月・日・時 

1    
・  ・ 

16    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

2    
・  ・ 

17    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

3    
・  ・ 

18    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

4    
・  ・ 

19    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

5    
・  ・ 

20    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

6    
・  ・ 

21    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

7    
・  ・ 

22    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

8    
・  ・ 

23    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

9    
・  ・ 

24    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

10    
・  ・ 

25    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

11    
・  ・ 

26    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

12    
・  ・ 

27    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

13    
・  ・ 

28    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

14    
・  ・ 

29    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

15    
・  ・ 

30    
・  ・ 

・  ・ ・  ・ 

連 絡 先 
電話番号  

電子メール 
ア ド レ ス  

担 当 者 
(法人の場合のみ)  

注 １ この報告は翌月の10日までに提出すること｡ 
２ 報告者が法人である場合は、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄に
は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 

３ 「揚荷、積荷の種類」の欄は、漁船以外の船舶のみ記入すること。 



令和４年２月４日　金曜日 16第272号 増刊①

様式第15号（第17条関係）  

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

  
 

        年   月   日  
 
 
 福 岡 県 知 事  殿 
 
 

（申請者）               〒 
主たる事務所の所在地 
 
団体名称 
 
代表者氏名                         

 
 

  福岡県漁港管理条例第20条第１項の規定により、指定管理者の指定を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。 
 
  

公の施設の名称   
  

公の施設の所在地   

担 当 部 署 名   

担当者職名・氏名   

担 当 者 連 絡 先 電話（    ）     ―      ファックス（    ）     ―      

  

 



令和４年２月４日　金曜日17 第272号 増刊①
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
号

　
　
　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

　
　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
ニ
ま
で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
改
め
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

ニ　

河
川
監
視
等
が
県
の
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
に
お
い
て
動
物
の
死
体
処
理
作
業
に
従
事
し

た
場
合　

勤
務
一
日
に
つ
き
二
百
三
十
円

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
百
四
号

　

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　

苅
田
港
⑷
臨
港
交
通
施
設
の
表
道
路
の
部
新
松
山
１
号
線
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
松
山
１
号
線

京
都
郡
苅
田
町
新
松
山
１
丁
目
19地
先

県
道
新
北
九
州
空
港
線
と
の
交
差
点

7.75
～
11.25

1,059
新
松
山
５
号
E岸
壁

　

同
部
新
松
山
２
号
線
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
松
山
２
号
線

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
９
番
１

松
山
８
号
線
と
の
交
差
点

24.25
472

京
都
郡
苅
田
町
新
松
山
１
丁
目
３
地
先

新
松
山
１
号
線
と
の
交
差
点
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・
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欄

下

後
ろ
か
ら
９

行

様
式
中

備
考
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）
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ら
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で
あ
る
も
の
と
す
る
。

正
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●
●
●
●

新
様
式
）

（
裏
）

明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
）●

誤


